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監査の結果により講じた措置について（公表） 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項及び平塚市監査基準（令和２

年４月１日施行）の規定により、監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知がありましたの

で、次のとおり公表します。 

 

記 

 

１ 監査実施対象課 

健康・こども部 保育課 

２ 監査実施日 

  令和４年１月２６日 

３ 監査結果の公表日 

  令和４年２月２２日（平塚市監査委員公表第２号） 

４ 監査の結果及び講じた措置の内容 

監査の結果 措置の内容 

財務に関する事務 

（指摘事項） 

（１） 収入事務において、保育料徴収業務 

を委託する際、私人徴収委託の告示・

公表漏れがあったので、子ども・子育

て支援法施行令に則り事務処理の方

法を再度確認し、今後の事務執行にあ

たり適正な措置を講じられたい。 

 

 

（１） 今回の事案は、告示公表の手続きに

ついて解釈違いがあったことから、告

示・公表漏れが生じたものです。 

今後は、国や県の子ども・子育て関

係部署の他、市法制担当部署にも確認

し、適正に事務処理を行います。 

 

 

１ 監査実施対象課 

健康・こども部 青少年課 

２ 監査実施日 

  令和４年１月２６日 

３ 監査結果の公表日 

  令和４年２月２２日（平塚市監査委員公表第２号） 

４ 監査の結果及び講じた措置の内容 



監査の結果 措置の内容 

財務に関する事務 

（指摘事項） 

（１） 収入事務については、平塚市財務規 

則第３８条第２項により国庫支出金、

地方交付税等の補助又は交付の指令

があったときは、直ちに調定の手続を

しなければならないとされているが、

県支出金において、交付決定後３か月

以上経過して調定手続をしたものが

あった。平塚市財務規則に則り事務の

方法を再度確認し、今後の事務執行に

あたり適正な措置を講じられたい。 

 

 

（１） 県支出金の取りまとめ担当課との情

報共有に努めるとともに、平塚市財務

規則に係る事務処理の方法を再確認

し、県支出金交付決定後、適切な時期

に調定の手続きをいたします。 

 

 

１ 監査実施対象課 

行政委員会等 議会局 

２ 監査実施日 

  令和４年１月２６日 

３ 監査結果の公表日 

  令和４年２月２２日（平塚市監査委員公表第２号） 

４ 監査の結果及び講じた措置の内容 

監査の結果 措置の内容 

財務に関する事務 

（指摘事項） 

（１） 支出事務において、交付金の執行に

あたり、報告書が提出されていたにも

かかわらず、過渡金の返納事務に遅れ

があった。平塚市財務規則に則り事務

の方法を再度確認し、今後の事務執行

にあたり適正な措置を講じられたい。 

 

 

（１） 交付金の執行については、関係法令

に加え、平塚市財務規則に則って手続

きを行うことを再確認し、今回の御指

摘の返納事務を直ちに執行すること

を含め、適正な事務手続きを行いま

す。 

 

  以 上   


